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○
国
家
公
安
委
員
会
告
示
第
十
四
号

国
家
公
安
委
員
会
関
係
産
業
競
争
力
強
化
法
第
十
一
条
の
規
定
に
基
づ
く
内
閣
府
令
の
特
例
に
関
す
る
措
置
を
定
め
る
内
閣

府
令
（
令
和
三
年
内
閣
府
令
第
二
十
八
号
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
同
令
に
規
定
す
る
小
型
電
動
車
に
係
る
国
家
公
安
委
員
会
が

定
め
る
基
準
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
三
年
四
月
八
日

国
家
公
安
委
員
会
委
員
長

小
此
木
八
郎

国
家
公
安
委
員
会
関
係
産
業
競
争
力
強
化
法
第
十
一
条
の
規
定
に
基
づ
く
内
閣
府
令
の
特
例
に
関
す
る
措
置
を
定
め
る
内
閣

府
令
に
規
定
す
る
小
型
電
動
車
に
係
る
国
家
公
安
委
員
会
が
定
め
る
基
準
は
、
次
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

一

車
体
の
大
き
さ
は
、
次
に
掲
げ
る
長
さ
、
幅
及
び
高
さ
を
超
え
な
い
こ
と
。

イ

長
さ

百
四
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

ロ

幅

八
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

ハ

高
さ

百
四
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

二

車
体
の
構
造
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
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イ

原
動
機
と
し
て
、
電
動
機
を
用
い
る
こ
と
。

ロ

十
五
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
毎
時
を
超
え
る
速
度
を
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
。

ハ

運
転
者
席
は
、
立
席
で
あ
る
こ
と
。

附

則

１

こ
の
告
示
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

国
家
公
安
委
員
会
・
国
土
交
通
省
関
係
産
業
競
争
力
強
化
法
第
十
一
条
の
規
定
に
基
づ
く
内
閣
府
令
・
国
土
交
通
省
令
の

特
例
に
関
す
る
措
置
を
定
め
る
命
令
に
規
定
す
る
原
動
機
付
自
転
車
に
係
る
国
家
公
安
委
員
会
が
定
め
る
基
準
を
定
め
る
件

（
令
和
二
年
国
家
公
安
委
員
会
告
示
第
四
十
三
号
）
は
、
廃
止
す
る
。


